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その他

障害者福祉事業 1,216,229 846,991 0 900 71,797 296,541

高齢者福祉事業 61,135 17,333 0 17,403 5,146 21,253

児童福祉事業 2,093,519 1,556,475 20,300 44,460 92,060 380,224

母子福祉事業 19,644 9,822 0 0 1,915 7,907

その他事業 304,268 0 0 0 0 304,268

小 計 3,694,795 2,430,621 20,300 62,763 170,918 1,010,193

国民健康保険事業 263,146 104,831 30,859 127,456

介護保険事業 434,171 23,705 80,010 330,456

国民年金事業 3,246 3,246 0 0

小 計 700,563 131,782 0 0 110,869 457,912

高齢者医療事業 562,543 87,548 92,588 382,407

疾病予防対策事業 163,140 7,785 0 11,283 28,083 115,989

医療提供体制確保事業 6,381 1,244 5,137

その他事業 126,186 33,929 0 70,000 4,339 17,918

小 計 858,250 129,262 0 81,283 126,254 521,451

5,253,608 2,691,665 20,300 144,046 408,041 1,989,556

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当し
ています。

令和６年度決算における引上げ分の地方消費税交付金充当事業一覧表

事業名 経費

社
会
福
祉

社
会
保
険

（単位：千円）
財源内訳

特定財源 一般財源

合 計

保
健
衛
生

令和元年10月から消費税の税率が8％から10％に引き上げられました。なお、一部の対象品目では、
8％の軽減税率が適用されます。これに伴い、地方消費税についても63分の17（消費税率換算1.7％）から
78分の22（消費税率換算2.2％）に引き上げられました。
この引き上げられた消費税及び地方消費税については社会保障財源化分として、年金、医療及び介護
の社会保障給付並びに少子化対策経費（社会保障４経費）に充てることとなっています。
この引上げにより増収となった、地方消費税交付金の社会保障財源化分について、その使途を以下のと
おり明示します。

【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源化分） 408,041千円

【歳出】社会保障４経費その他社会保障施策に関する経費 5,253,608千円


